
 

 

＜ 仕 様 書 ＞ 

 

１．件 名  証明書発行手数料等における自動釣銭機設置・設定業務委託 

   

２．委 託 内 容  窓口会計における現金収納の正確性及び利便性の向上を図るため、別途締結済みの

POSアプリと連携が可能な自動釣銭機の設置及び設定作業等を委託するものである。 

   

３．委 託 期 間  契約締結日 ～ 令和８年１０月３０日（金） 

   

４．自 動 釣 銭 機  ・機器の仕様等 

  (ア) 別途締結済みの POS アプリと連携が可能な機器であること。 

  (イ) お釣りの排出を POS 側でコントロールできること。 

  (ウ) 自動釣銭機もしくは POS 上から自動釣銭機内の在高が確認できるこ

と。 

  (エ) 紙幣挿入口は長手水平挿入方式であること。 

  ・設置設定 

  (ア) POS レジとの機器接続及び設定は受託者で対応すること。 

  (イ) 接続に伴う LANケーブルなどの準備も受託者で用意すること。 

  ・操作研修 

  (ア) 対面研修を１回以上実施すること。具体的な研修の実施方法等は、発

注者と調整の上、決定すること。 

  (イ) 操作マニュアルを納品すること。操作マニュアルには誤操作時の対処方法等

についてもわかりやすく記載すること。 

   

５．契 約 成 果 品  自動釣銭機     ３セット 

  ケーブル等周辺機器 ３セット 

  操作マニュアル   ３セット 

   

６．設置場所及び  (1)大分市役所鶴崎市民行政センター 

設 置 台 数  自動釣銭機１台・ケーブル等周辺機器 1セット・操作マニュアル 1セット 

  (2)大分市役所稙田市民行政センター 

  自動釣銭機１台・ケーブル等周辺機器 1セット・操作マニュアル 1セット 

  (3)大分市役所明野支所 

  自動釣銭機１台・ケーブル等周辺機器 1セット・操作マニュアル 1セット 

   

７．委託料の支払い  委託料の支払いについては、受託者が契約成果品を納品し、大分市が検査確認した後

とする。 

   

 



 

   

８．そ の 他  ・本仕様書に定める以外の事項について不明な点が生じた場合は、発注者の指示する

内容によるものとする。 

  ・作業全体の調整、作業完了に係る最終確認は受託者が責任を持って行うものとする。 

  ・導入後の保守については別途契約を行うものとする。 

  ・運用に当たって、インターネット回線の敷設費および回線使用料が必要な場合の費

用は発注者が負担する。 

  ・本業務は、キャッシュレス決済並びに現金決済の自動化といった、窓口会計デジタ

ルサービスの構築を目的とする関連業務の一部として実施するものである。受注者

は、発注者と協議の上、関連する機器及びシステムとの連携に必要な調整を行い、

円滑な導入及び運用開始に協力すること。 

 


